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平成３０年１月教育委員会定例会議事録（要旨） 

 

１ 開催日時  平成３０年１月１８日（木） 

        開会：午前１０時２０分  閉会：午前１１時３０分 

 

２ 開催場所  第４委員会室 

 

３ 会議次第 

  ○１１月定例会議事録承認 

○教育長職務代理者報告 

○議案第１号 大津市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に関する

意見の申出に係る臨時代理について 

○議案第２号 平成２９年度大津市一般会計教育費１１月第２次・人件費補正予算に関する

意見の申出に係る臨時代理について 

○議案第３号 平成２９年度大津市学校給食事業特別会計１１月第２次・人件費補正予算に

関する意見の申出に係る臨時代理について 

○議案第４号 大津市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する

規則の制定に係る臨時代理について 

○議案第５号 大津市教育委員会事務決裁規程の一部改正に係る臨時代理について 

○議案第６号 教育長の職務代理に関する告示に係る臨時代理について 

○議案第７号 大津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に係る臨時代理につ

いて 

○議案第８号 大津市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会委員の委嘱に係る臨時代理に

ついて 

○議案第９号 大津市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定に係る臨時代理につ

いて 

○議案第１０号 公文書公開請求に対する公文書部分公開決定処分に係る審査請求に対する

棄却の裁決について（非公開） 

４ 出席委員 

   日渡委員（教育長職務代理者）、前田委員、八田委員 

 

５ 会議に出席した説明員 

   船見教育次長、丹羽教育監、南堀教育総務課長、伏見同課副参事、伊藤同課主任、飯田

児童生徒支援課長、人見学校教育課長、本郷学校給食課長、押栗生涯学習課長、杉江文

化財保護課長 

 

６ 会議に出席した事務局職員 

   西本同課主事 

 

７ 会議を傍聴した者 

（１）一般傍聴者       １人  （２）市政記者等の傍聴者   ０人 

 

８ 議事の経過  別紙のとおり  
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（議事の経過） 

 

開会  教育長職務代理者が１月定例会の開会を宣言 

市民憲章斉唱 

 

議題の非公開  議案第１０号について、非公開とすることを可決 

 

１１月定例会議事録承認  承認 

 

教育長の職務代理に関する報告 

 

○議案第１号 大津市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見

の申出に関する臨時代理について 

○議案第２号 平成２９年度大津市一般会計教育費１１月第２次人件費補正予算に関する意見

の申出に係る臨時代理について 

○議案第３号 平成２９年度大津市学校給食事業特別会計１１月第２次人件費補正予算に関す

る意見の申出に係る臨時代理について 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 議案第１号について、大津市教育公務員の給与に関する条例は、幼稚園

の教員と指導主事の給与について定めているものであり、今般、人事院による給与勧告等に基

づいて、別表第１の２つの給料表についての引き上げを行うものである。引き上げ率の内容に

ついては、添付資料を参照いただきたい。このほか、給与から控除できるものとして、確定拠

出年金法に基づく個人型年金加入者掛金を加えることについても改正するものである。 

議案第２号及び議案第３号について、主に人事院勧告に準拠した給与改定の実施等に伴う職

員給与費の変動に伴う補正予算となる。一般会計教育費については、このたびの補正金額は１

５６６万５０００円の増額、これにより補正後の総額は９４億８３５万８０００円となるもの

である。 

 また、学校給食事業特別会計の補正予算については、補正金額１４万１０００円、これによ

り補正後の総額は１５億７５５万３０００円となる。 

 

【質 疑】 

○日渡教育長職務代理者 人事院の勧告に基づいてという説明があったが、人事院が実際に勧

告したということで間違いないか。 

○南堀教育総務課長 人事院からの勧告があり、それに準拠して給料表の改定をしているもの

である。 

 

【採 決】 可決 

 

○議案第４号 大津市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規制 

規則の制定に係る臨時代理について 

○議案第５号大津市教育委員会事務決裁規程の一部改正に係る臨時代理について 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 議案第４号について、教育委員会の抱える課題が多岐にわたる中で、

個々の教育課題について必要十分な審議時間を確保することが求められている。しかしなが

ら、議決を要する議案の数は昨年度で約１２０件を数えており、審議時間に制約が生じている

のが現状である。よって、必要な議案に十分な審議時間を確保することを狙いとして、教育委

員会の議決を要する事項の範囲を見直し、教育長限りで意思決定して差し支えないと考えられ
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る事項については、その権限を教育長に委任することとし、大津市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則について改正を行うものである。これにより、委任事項については教

育長による迅速な意思決定を確保するという考え方である。 

 具体的には、第２条第４号の附属機関への諮問の決定に関することについては、「大津市行

政不服審査会、大津市情報公開・個人情報保護審査会、大津市職員分限懲戒審査委員会及び大

津市退職手当審査委員会への諮問の決定に関すること」に改正した。大津市行政不服審査会及

び大津市情報公開・個人情報保護審査会への諮問については、処分庁である教育長に対し、上

級庁である教育委員会が審査請求に対応すべきものであり、また大津市職員分限懲戒審査委員

会及び大津市退職手当審査委員会については、職員に対し、懲戒免職等処分を行う権限を有す

る任命権者である教育委員会が自ら対応するべきものであるため、これらについては委任しな

いこととし、それ以外の附属機関に対する諮問については教育長に対し事務委任することとし

た。 

 同条第９号の附属機関の委員その他法令または条例に定めのある委員の任免並びに委嘱及び

解嘱に関することについては、「大津市社会教育委員並びに大津市通学区域審議会、大津市立

小中学校いじめ等事案対策検討委員会及び大津市教科用図書選定審議会の委員の任免並び委嘱

及び解嘱に関すること」に改正した。大津市社会教育委員並びに大津市通学区域審議会、大津

市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会及び大津市教科用図書選定審議会の委員について

は、事務の管理及び執行の基本的な方針、また児童・生徒の生命等にかかわる事項であるた

め、構成員を任命等する段階から教育委員会が主体的に関わっていく必要があるため、委任し

ないこととし、それ以外の附属機関の委員の委解嘱について教育長に対し事務委任することと

した。 

 また、議案第５号については、これに合わせて、大津市教育委員会事務決裁規程も関連する

事項について所要の改正を行うものである。なお、「附属機関等の委員の推薦及び承認の依頼

並びに任免」については、教育委員会の議決を要しないもののうち、「ア、附属機関の委員そ

の他法令または条例に定めのある委員」と「イ、ア以外の委員」に分け、決裁権者としてアを

教育長、イについては、これまでどおり部長、すなわち教育次長とした。 

 施行日は平成３０年１月４日である。 

 

【質 疑】 

○日渡教育長職務代理者 組織は段々と複雑になってくるので、教育委員会よりも教育長が小

回りのきく判断をすることで、大変良い改正だと思うが、今後、内部として教育長から教育次

長、または監のほうに、内部で委任というのも同時に進めていかないと、教育長が一人で受け

皿になってしまい、小回りのきかない組織になる可能性もある。是非今後もこの決裁規程につ

いては見直しを随時行い、課長級も含めた内部委任も検討をお願いしたい。 

○船見教育次長 事務分担等も検討の上、適切な形で意思決定が図れる形となるよう内部で議

論し、適正かつ効率的な事務執行が図れるように協議をしていきたい。 

 

【採 決】 可決 

 

○議案第６号 教育長の職務代理に関する告示に係る臨時代理について 

○議案第７号 大津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に係る臨時代理につい

て 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 議案第６号について、桶谷教育長が入院加療等により病気休暇を取得さ

れることに伴い、本日から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定

により、教育委員会委員の日渡委員が教育長の職務を代理される。ただし、大津市教育委員会

教育長職務代理者の事務の委任に関する規則第２条の規定により、職務代理者の職務のうち、

大津市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項の規定により教育長に

委任された事務は、職務代理者から大津市教育委員会教育次長、船見教育次長に委任されるこ
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ととなる。教育長の職務の全てを職務代理者が執行するのではなく、会議の招集、議事進行等

については職務代理者が行い、事務の総括、決裁事務等については教育次長がそれぞれ担当す

る執行体制となる。このことについて告示をするものである。 

また、議案第７号について、このことに伴い、教育長名で発する文書については原則として

教育次長名で発することとなるため、この際に使用する教育次長の公印を新調するために、大

津市教育委員会公印規則について改正を行うものである。 

 

【質 疑】 

○日渡教育長職務代理者 職務代理が立つことによって、もともとの教育長の権限というもの

を職務代理者と教育次長に振り分けるという提案だったが、その振り分ける際の内容について

は、規定があるのか。また、職務代理を立てる都度の状況によって変わるのか。 

○伏見教育総務課副参事 平成２８年４月１日に新教育長の体制に移行する際の法律改正にお

いて、職務代理者が、常勤の職員ではなく教育委員会の委員からの選任に変わった。このこと

を受けて、非常勤の教育委員が全ての職務を担えないという前提のもと、常勤職員である教育

次長に日々の事務の管理執行については委ねるという規則を定めた。これに基づいている。今

回例示している振り分け内容は、同規則の組立によって成り立っているので、都度変わるもの

ではない。 

○日渡教育長職務代理者 招集及び議事進行というのは、理解できる。また、専決について

も、それ以下に委ねることできないので当然である。ただ、臨時代理については、一部内容を

教育次長にというのは考えられないのか。 

○伏見教育総務課副参事 技術的には可能と思う。しかしながら、臨時代理をする事項という

のは、本来教育委員会会議で意思決定する必要のある事項であるため、実際に会議において意

思決定にかかわる、教育長職務代理者が主体的に判断するのが望ましいと考える。 

 

【採 決】 可決 

 

○議案第８号 大津市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会の委員の委嘱に係る臨時代理に

ついて 

 

【説 明】 

○飯田児童生徒支援課長 議案第８号、大津市の附属機関でありいじめ対策に関する調査審議

をする大津市小中学校いじめ等事案対策検討委員会につき、全員の任期満了に伴い新たに委員

の委嘱をするものである。 

 委員の構成は、学識経験者６名としており、大学教授の方、弁護士の方、社会福祉士の方、

臨床心理士の方、精神科の医師の方、警察官であった方の６名で設立をしている。２名が交代

となる。任期は、平成３０年１月１日から平成３１年１２月３１日までとなる。 

 

【質 疑】 

○日渡教育長職務代理者 交代する２名は、どこかの団体の推薦か。 

○飯田児童生徒支援課長 社会福祉士の方は、滋賀県社会福祉士会の推薦があったものであ

る。弁護士の方に関しては、各所当たった中で、適任であるということでお願いした。 

○日渡教育長職務代理者 ６人委員がいるが、団体から推薦がある人とない人は誰か。 

○飯田児童生徒支援課長 推薦がある人は近藤委員のみである。その他の委員に関しては、そ

れぞれの学識経験の中で個別に選定したものである。 

○日渡教育長職務代理者 「警察官であった者」というのは、どういう枠組みか。また、表記

については今一度、検討願いたい。 

○飯田児童生徒支援課長 法律上で決まっているわけではない。様々な事案に関して警察組織

等の学識が必要な部分があるため、設立当初に警察に相談したが、現役の方の選任が難しいた

め、退職された方のうちの適任として依頼したものである。表記方法については再度検討す

る。 
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○前田委員 同委員は、特に子供と生活の面で関わりがあった部署から選んだのか。 

○飯田児童生徒支援課長 同委員は少年課等におられ子供の非行、問題行動等にも詳しいとい

うことでお願いした。 

 

【採 決】 可決 

 

○議案第９号 大津市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定に関する臨時代理につ

いて 

 

【説 明】 

○人見学校教育課長補佐 議案第９号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下、

地教行法）が改正されたことに伴い、大津市学校運営協議会規則について所要の改正を行うも

のである。 

主な改正点は４点ある。１点目、これまで協議会の委員の定数について、「対象学校の規模

に応じて」１５人の範囲内と定めているが、「対象学校の規模に応じて」という文言を削除す

るものである。規模のみならず地域や学校の実態を踏まえ、校長が適切な人数を検討し、意見

書をもって教育委員会に人数を提案する形とした。 

２点目、第３条の２において委員の任期を定めているが、これまで３年間となっていたもの

を１年間の任期とした。ただし、継続してお願いできる方については再任する形とした。これ

に伴い、現在既にコミュニティ・スクールを実施している学校の委員については３年間の任期

でスタートしているが、一旦平成３０年３月３１日までの任期とし、平成３０年４月から再度

任命するという形で継続していくこととした。 

３点目、第９条において対象学校の職員の任用に関して意見を述べる事項を定めているが、

地教行法の改正に伴い、同法上、意見を述べることができる事項が「教育委員会規則で定める

事項」となったことを受け、規則において定めるものである。具体的には、（１）対象学校の

運営に関する基本的な方針の実現に資する事項及び（２）対象学校の教育上の課題を踏まえた

一般的な事項、としたものである。 

４点目、学校運営協議会の設置校につき、新たに葛川小・中学校の学校運営協議会、上田上

小学校の学校運営協議会を追加するものである。このことにより、これまでは４校において４

つの協議会を設置していたが、７校において６つの協議会を置く形となった。 

 

【質 疑】 

○日渡教育長職務代理者 法律改正の趣旨をどのように読み取り、今回の改正に至ったのか。 

○人見学校教育課長補佐 この事項については、国語教育に重点を置きたいので国語教育を得

意とする教員を配置してほしい等、特定の個人の任免についての意見ではなく学校を組織とし

てより良くするための意見であるということが法律改正において想定されていることから、こ

のような改正としている。 

○日渡教育長職務代理者 法というのは、国民の総意の実現のためにあり、十分時間かけて議

論をして、制定している。そのため、その議論の趣旨を教育委員会で具体的に書くというのが

法と規則との関係だと思う。従い、本来は、その議論の経過を踏まえ、法の趣旨に則って定め

たということであるべき。事務局で議論して決めたということでは、法の趣旨を担保できるの

か。 

○人見学校教育課長補佐 文部科学省の説明においても、個人の教員の任用について意見を述

べるものでなくて、学校の組織としての体制のあり方について、任用の一般的事項について意

見を述べるものであるとの説明があり、法の趣旨には即していると捉えている。 

○伊藤教育総務課主任 文科学省のホームページにおける今回の改正についての解説文におい

ても、「協議会による対象学校の職員の任用に関する意見は、地域とともにある学校づくりの

観点から、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、地域住民等が協議会を

通じて直接任命権者できることとしたものであり、対象学校の運営に関する基本的な方針を踏

まえ、学校と協議会が実現しようとする教育目標等に沿った教職員の配置を求めるための重要
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な機能」であるという説明がある。今回の改正は、これらを踏まえた上でのものである。 

○八田委員 任期について、今まで３年であったものが１年となったが、元々任期の上限は決

まっていたのか。 

○人見学校教育課長補佐 定めていない。 

○八田委員 任期については、運営協議会を整備していく中で、３年だと引き受けにくいが１

年であれば引き受けようという方も増えるのではないかとは思う。ただ、現在３年任期で務め

ている委員が、平成３０年４月までで一旦区切るとすると、モチベーションも変わってくると

思うが、そのあたりには配慮しているのか。 

○人見学校教育課長補佐 ご指摘の点は大切なことと考えている。それぞれの学校運営協議会

においては、校長や地域の方の意見を聞く中で、３年間は長く引き受け手を見つけにくいとい

う意見がある一方、３年間のほうが長期的な視点と覚悟を持ってできる、という意見もある。

従い、再任という制度を活用し、中長期的に携わっていただける方にも、短期的に務めていた

だく方にも共に都合が良いように改正を行うものである。 

○日渡教育長職務代理者 八田委員の意見は、３年で任命したにもかかわらず、規則を変える

ことにより一方的に任期を１年に変更するというような、不誠実さや理不尽さのようなものに

ついての意見だと思う。一般的なルール上、遡って規則を適用することに問題ないのか。 

○人見学校教育課長補佐 それらのことについては、学校運営協議会それぞれに訪問し意見の

聴取をしている。今後コミュニティ・スクールを実施するところ、あるいは既に実施している

ところについては、校長や地域の方に十分に説明をしていくつもりである。 

○日渡教育長職務代理者 決めてから説明するのでは遅いのではないか。例えば教育委員で

も、規則を変えたので２年で一旦辞めてくださいというのは、ルール的にはどうなのか。 

○八田委員 本来であれば、現在３年任期となっている方はそのままで、今後新たに任命する

委員について、１年の任期を適用するというのが通常ではないか。 

○山﨑学校教育課指導主事 当初はそのように考えたが、議論の中で、たとえば、今回社会教

育法の改正もあり地域学校協働活動推進員を新たに置くことになり、同委員で学校運営協議会

委員と重なっている方もいる。地域学校協働活動推進員の任期は１年であるため、学校運営協

議会が３年であると複雑になり、学校も地域の方も事務局もそのあたりの集約が難しくなって

しまうのではという意見などがあり、一律１年にし、再任を可能とした。現在、便宜上、一旦

任期は切るが、決してやめていただくということではないということをしっかり説明している

状況である。 

○日渡教育長職務代理者 心情論はわかるが法的に見た場合に遡及しても、不誠実にはあたら

ないのか。 

○伏見教育総務課副参事 総務部も了解済みの内容であり、法的に可能である。 

○前田委員 葛川小中学校では、小学校と中学校は別々であるが学校運営協議会はひとつとな

っている。他でも、別々の小・中学校でコミュニティ・スクールを一緒にやっていきたいとい

う話を聞くが、今後そのような場合はどう対応するのか。 

○人見学校教育課長補佐 ２以上の学校において共同で学校運営協議会を置くことができると

いうことは定められている。今後のそういったケースも生じてくる可能性があるため、随時検

討する。 

 

【採 決】 可決 

 

○議案第１０号公文書公開請求に対する公文書部分公開決定処分に係る審査請求に対する棄却

の裁決について 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 議案第１０号、平成２９年２月１３日付で表記の審査請求人から提起が

あった公文書部分公開決定処分に係る審査請求について、大津市情報公開・個人情報保護審査

会の答申における判断と同様に、理由がないものとして、本件審査請求を棄却するものであ

る。 
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本事案では、大津市立小中学校規模等適正化ビジョン策定支援業務委託に係る報告書の一切

について情報公開請求があったが、具体的な統廃合パターンがわかる箇所については、市の検

討過程における調査研究段階の情報であり、一般に公表することにより、市民や保護者の間で

誤解や臆測が広がり、混乱を生じさせるおそれがあることから、部分公開の決定処分を行っ

た。 

その後、非公開とした部分についての開示を求める審査請求があり、昨年の３月に大津市情

報公開・個人情報保護審査会に教育委員会から諮問を行い、１２月２５日に答申があった。 

答申の内容は概ね以下のとおりである。 

「非公開とした学校統廃合パターン及び学校統廃合パターンが判断できる資料については本

件ビジョンは平成２８年１２月に策定が終了し、公開されていることに照らすと、内部におけ

る審議、検討は既に終了したものである。よって、学校統廃合パターン及び学校統廃合パター

ンが判断できる資料は不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれがある情報には当たらず、

大津市情報公開条例第７条第５号に該当するとは認められない。 

しかしながら、３、条例第７条第６号、本文の該当性について３段落目、統廃合パターンを

公開することにより、市と地域住民の話し合いが難航し、学校規模適正化の進行に支障を及ぼ

すおそれがあるとの実施機関の主張は首肯できる。学校統廃合パターンは市が行う事務に関す

る情報であり、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるものに該当すると考えられる。学校統廃合パターンが判別できる資料は、現状

維持、多用途転換、減築、統合、新設の際のコストや校舎面積等が記載されており、本件公文

書に含まれる各学校のコストや校舎面積等のデータと照合すると、容易に学校統廃合パターン

が特定できる。よって、学校統廃合パターンが判別できる資料は、学校統廃合パターンと同様

に、市が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当すると認められる。 

以上により、学校統廃合パターン及び学校統廃合パターンが判別できる資料は、条例第７条

第６号本文に該当すると認められるため、非公開が妥当であるとすると判断され、答申の１ペ

ージの大津市教育委員会の行った公文書部分公開決定について、実施機関の判断は結論におい

て妥当である」。 

教育委員会としては、大津市情報公開条例第２０条第４項において「実施機関は、答申を受

けたときは、これを尊重して、速やかに裁決をしなければならない」とあることから、裁決書

のとおり、答申における同審査会の判断と同様に、理由がないものとして、主文のとおり、本

件審査請求を棄却するものである。 

最後に、答申の中で審査会の意見として、「本件は非公開決定がされた時点における実施機

関の判断の適否に関してなされたものであり、関係学区ごとに今後協議を進めていく中で、非

公開とする事情が消失すると思料するため、実施機関においては、非公開の根拠となった事情

が消失することがあるといった公文書の特性を踏まえ、条例第１条が定める本市における市政

情報の公開の目的を実現する観点から、非公開とする実施機関の判断を妥当であると当審査会

が判断した学校統廃合パターン及び学校統廃合パターンが判別できる資料についても、適切な

時期に、職権により、改めて公開の判断を行うことが望ましいものと思料」されている。 

 

【質 疑】 

○日渡教育長職務代理者 職権により判断を行うことが望ましいということは、いずれかの時

期に判断を要するということか 

○伊藤教育総務課主任 「適切な時期」に判断することとなるが、それは、大津市立小中学校

規模等適正化ビジョンによって、地域合意があった時期になる。職権によりというのは、教育

委員会が判断するものと捉えており、判断の上、公開すべき情報を提供する。 

 

【採 決】 可決 

 

 

閉会 日渡教育長職務代理者が１月定例会の閉会を宣言 


